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本契約書は、本契約が添付されたＮＴＴテクノクロス株式会社（以下「当

社」という）の「CipherCraft/Mail ソフトウェア製品」（以下

「CipherCraft/Mail」という）に関して、お客様と当社との間に締結される契

約書です。 

お客様は「CipherCraft/Mail」をインストール、複製、または使用すること

によって、本契約の条項に同意したものとします。本契約の条項に同意されな

い場合は、「CipherCraft/Mail」をインストール、複製、または使用すること

はできないものとします。 

 

【目的】 

第１条 当社は、お客様に対し、「CipherCraft/Mail」に関して非独占的な使

用を許諾するものとします。 

 

【使用許諾】 

第２条 お客様は、使用端末において、「CipherCraft/Mail」を使用できるも

のとします。 

 

【禁止事項】 

第３条 お客様は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。 

  (1) 「CipherCraft/Mail」の全部または一部を第三者に対して再販売、頒

布、貸与、譲渡その他の提供をする行為。ただし、事前に当社が承諾し

た場合は、この限りではないものとします。 

  (2) 「CipherCraft/Mail」の全部または一部について、修正、変更、改

変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等をす

る行為。 

  (3) 「CipherCraft/Mail」について、当社所定のマニュアルと異なる使用

をする行為。 

  (4) 当社が「CipherCraft/Mail」に表示した著作権表示を削除する行為。 

  (5) 「CipherCraft/Mail」を不正使用する行為。 

  (6) 本契約、その他の使用許諾等に違反する行為。 

  (7) 当社 Web サイトのミラーサイト構築等をする行為。 

  (8) スクレイピング、クローリング（クローラ、ロボットおよびスパイ

ダー等のプログラム）、および、その他の類似の手段によって、当社

Web サイトに関するセキュリティの無効化を試み、または無効化する行

為。 

  (9) 名義を偽る行為。 

  (10) 当社の信用、財産を毀損し、または毀損する恐れのある行為。 

  (11) 法令、その他関連する当局の規則または通達によって禁じられた行

為、あるいは公序良俗に反する行為。 

  (12) 自ら、または第三者を利用して、当社に対する暴力的、法的な責任

を超えた不当な要求行為、脅迫的言辞または暴力的行為、風説流布また

は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務

を妨害する行為。 

  (13) 「CipherCraft/Mail」、および、その使用に係わる技術を用いたソ

フトウェアの製品等を、武器または武器製造関連に使用する行為。 

  (14) その他当社が不適当と判断する行為。 

 

【反社会的勢力の排除】 

第４条 お客様は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわ

たって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。 

  (1) 自ら、または自らの役員（取締役、執行役または監査役）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号）、暴力団員（同第２条第６号）、暴力団員でなく

なった時から５年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、また

は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下、これらを個

別に、または総称して「暴力団員等」という）であること。 

  (2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められるこ

と。 

  (3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な

利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または暴力団員等の威力を利用

する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 

  (4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当

に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。 

  (5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に

資するものであること。 

 

【機密保持】 

第５条 お客様は、本契約の有効期間内および有効期間終了後も

「CipherCraft/Mail」を機密に保持するものとし、第三者に開示しては

ならないものとします。 

 

【個人情報の取扱】 

第６条 当社は、個人情報を当社規定の「個人情報保護方針」に基づき、適切

に取り扱うものとします。 

https://www.ntt-tx.co.jp/privacy.html 

 ２ 前項によりお客様から預かった個人情報が漏洩した結果、お客様に損害

が発生した場合、当社は、お客様に対して第１０条に基づきその損害を

賠償するものとします。 

 

【情報の取扱】 

第７条 当社は、世界中の様々なサーバで運営する当社 Web サイトへの接続情

報および接続状況を、次の各号に掲げる目的のために、収集および使用

するものとします。 

  (1) 製品、システムの構築、改良、メンテナンスのため。 

  (2) お客様のお問い合わせやご依頼に対応するため。 

  (3) 使用状況調査のため。 

  (4) 更新情報を案内するため、その他各種ご案内やご連絡のため。 

  (5) 正常なサービス提供を妨害する不正行為防止のため。 

  (6) お客様が別途契約した付加サービスを提供するため。 

 ２ 前項の目的のため、当社は業務の一部または全部を委任する第三者へ、

収集した情報を提供できるものとします。 

 ３ 当社は、次の各号に該当すると判断した場合、随時任意に当社 Web サイ

トへ登録された各種情報を変更、削除または移動等（以下「削除等」と

いう）をできるものとします。なお、当社が削除等を実施した場合、削

除等を証明する記録は発行しないものとします。 

  (1) 本契約を解約した場合。  

  (2) 「CipherCraft/Mail」の使用を終了した場合。 

  (3) 禁止事項に該当する行為があると判断した場合。 

  (4) 運営または保守管理上、必要であると判断した場合。 

  (5) 登録情報等に誤りがあると判断した場合。 

  (6) その他当社が必要と判断した場合。 

 

【保証】 

第８条 当社は「CipherCraft/Mail」に関して一切の保証をしないものとし、

いかなる場合においても、一切の責任を負わないものとします。 

 ２ 「CipherCraft/Mail」を永年ライセンスで使用開始した初年度において

は、別途「CipherCraft/Mail ソフトウェア保守契約」を締結するもの

とします。 

 

【契約終了時の義務】 

第９条 お客様は、本契約が終了した場合は「CipherCraft/Mail」、および、

その複製物を破棄するものとします。 

 

【損害賠償】 

第１０条 お客様は、当社の責に帰すべき事由により損害を受けた場合に限

り、直接かつ通常の損害について「CipherCraft/Mail」に対してお客様

が支払った料金を限度として損害賠償を請求できるものとします。ただ

し、お客様の請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗

力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害および

逸失利益は含まれないものとします。 

 

【契約解除】 

第１１条 当社は、お客様が次の各号に該当すると判断した場合、何らの通知

催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとしま

す。 

  (1) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡

り処分若しくは取引停止処分を受けたとき（電子記録債権につき、不渡

り処分若しくは取引停止処分と同等の処分を受けたときを含む）。 

  (2) 第三者から仮差押え、仮処分若しくは差押えの命令、通知が発送され

たとき、その他強制執行若しくは競売の申立があったとき、または公租

公課の滞納処分をうけたとき。 

  (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始

若しくは特別調停の申立てがあったとき、または特定認証ＡＤＲ手続に

基づく事業再生手続の利用申請その他これに類する私的整理手続の申請

があったとき。 

  (4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。 

  (5) 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとし

たとき。 

  (6) 禁止事項に違反したとき。 

  (7) 本契約に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後 14

日以内にこれを是正しないとき。 

 ２ 当社は、前項の規定により契約を解除した場合、お客様に損害が生じて

も、これを賠償する攻めを負わないものとします。 

 ３ お客様が第１項のいずれかにでも該当したときは、当然に期限の利益を

失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとし

ます。 

 

【免責事項】 

第１２条 お客様は、「CipherCraft/Mail」を使用するために必要なあらゆる

機器、ソフトウェア、通信手段を自己の責任と費用において、適切に整

備するものとします。 

 ２ 当社は、お客様が使用している端末設備から当社 Web サイトまでの接続
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および通信について、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いか

なる保証も行わないものとします。また、アクセス過多、その他予期せ

ぬ要因で通信速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。 

 ３ お客様は、自己の利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染

の防止、不正アクセスおよび情報漏洩防止等のセキュリティ対策を講じ

るものとします。 

 ４ 当社は、お客様によって登録されるデータを監視、保存する義務を負わ

ないものとします。 

 ５ 当社は、「CipherCraft/Mail」を使用するために必要な当社または第三

者が提供する各種アプリケーションによって損害が発生した場合であっ

ても、一切の責任を負わないものとします。 

 ６ お客様は、「CipherCraft/Mail」を使用することによって生じた他社に

対する損害を、自己の責任と費用をもって解決するものとします。 

 ７ 当社は、「CipherCraft/Mail」で誤送信を防止できなかった場合および

誤送信の気づきを提供できなかった場合でも、一切の責任を負わないも

のとします。 

 ８ 当社は、お客様が禁止事項に違反する行為により生じた、いかなる問題

に対しても、一切の責任を負わないものとします。 

 

【権利の帰属】 

第１３条 「CipherCraft/Mail」に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠

権、著作権等の知的財産権（以下「知的財産権等」といいます）の一切

の権利は、当社または当社が使用許諾を得ている第三者に帰属していま

す。 

 ２ お客様は、本契約に基づき、「CipherCraft/Mail」に関する使用権のみ

を取得し、「CipherCraft/Mail」に関する所有権、知的財産権等その他

のいかなる権利も取得しないものとします。 

 

【準拠法】 

第１４条 本契約に基づく契約の成立、効力、解釈および履行は、日本国法に

準拠するものとします。 

 

【輸出管理】 

第１５条 お客様は「CipherCraft/Mail」、および、その使用に関わる技術を

海外に持ち出し、あるいは国内外の非居住者に使用させる場合は、日本

国政府の輸出許可等を取得するなど、関連法規に基づく適正な手続きを

行うものとします。 

 ２ 前項の規定に違反する行為によりお客様に生じるいかなる問題に対して

も、当社は一切その責を負わないものとします。 

 

【管轄裁判所】 

第１６条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意

管轄裁判所として処理するものとします。 

 

【協議】 

第１７条 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたと

きは、お客様および当社は協議のうえ円満に解決を図るものとします。 

 

 

（以下、余白） 

 


